
ユトリーナ蒲郡高齢者利用助成事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者に対し、ユトリーナ蒲郡の利用料金の一部を助成する

ことにより、高齢者の健康増進及び社会参加を促すとともに、併せて福祉の向上

に資することを目的として実施するユトリーナ蒲郡高齢者利用助成事業に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 この事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、本市の住民基本台

帳に登録されている者のうち、当該年度の４月２日から翌年の４月１日までの間

に満６５歳以上となる者とする。 

（助成対象施設） 

第３条 助成の対象となる施設は、次の施設とする。 

所在地 蒲郡市西浦町田土山３番地４ 

施設名 ユトリーナ蒲郡 

（利用の助成） 

第４条 市長は、対象者が前条の施設を利用する際の利用料金の一部を助成する。 

２ １回の利用で受けられる助成額は、別表のとおりとする。 

（助成の方法） 

第５条 前条に規定する助成は、助成を受けようとする対象者が、ユトリーナ蒲郡

の指定管理者（以下「指定管理者」という。）に対し、住所、氏名及び年齢の分か

る身分証明書（運転免許証、資格確認書（国民健康保険資格確認書、健康保険資

格確認書、船員保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書又は介護保険資格確

認書をいう。）、共済組合資格確認書等をいう。以下同じ。）又はあらかじめ市が発

行するユトリーナ蒲郡高齢者料金利用証明書（第１号様式。以下「利用証明書」

という。）を提示し、別表に定める高齢者料金を支払うことにより行うものとする。 

（利用証明書の発行等） 

第６条 利用証明書の発行を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、

ユトリーナ蒲郡高齢者利用助成事業利用証明書発行申請書（第２号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、



申請者に対し利用証明書を発行するものとする。 

３ 利用証明書の有効期限は、利用証明書を発行した日の属する年度の末日までと

する。 

（助成額の支払） 

第７条 指定管理者が、第４条の規定による助成額を請求しようとするときは、実

績報告書及び請求書（第３号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により実績報告書及び請求書が提出されたときは、内容を

審査し、適当と認めたときは、助成額を支払うものとする。 

（利用証明書の返還等） 

第８条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者又はその親族は、

速やかに利用証明書を市に返還しなければならない。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 市内に住所を有しなくなったとき。 

２ 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用証明書

の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。 

⑴ 利用証明書の記載事項を改変して使用したとき。 

⑵ 利用証明書を他人に譲渡し、又は貸与したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、不正に利用証明書の発行を受け、又は使用した

とき。 

（電子情報処理組織による手続の特例） 

第９条 市長は、この要綱に定める手続については、蒲郡市情報通信技術を活用し

た行政の推進に関する条例（平成１８年蒲郡市条例第４４号）及び蒲郡市情報通

信技術を活用した行政の推進に関する規則（平成１８年蒲郡市規則第７１号）の

例により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、指

定管理者と協議の上、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は平成２

９年７月１４日から施行する。 



（準備行為） 

２ 第６条の規定による利用証明書の発行その他必要な手続は、この要綱の施行前

においても行うことができる。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条、第５条関係） 

区  分 助成額 高齢者料金（通常料金） 

浴室のみ利用 ２００円 ３００円（５００円） 

ﾊﾞｰﾃﾞｿﾞｰﾝのみ利用 ２００円 ３００円（５００円） 

浴室・ﾊﾞｰﾃﾞｿﾞｰﾝ共通 ３００円 ６００円（９００円） 

 



第１号様式（第５条関係） 

 

   （表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （裏面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度            №   

ユトリーナ蒲郡 

高齢者料金利用証明書 

有効期限     年  月  日まで 

氏名             蒲郡市 

●券売機で購入した対象チケットを、この証

明書と共に受付に提示してください。 

●記名された本人以外、利用できません。 

●不正が発覚した場合は利用証明書を返還

していただきます。 

 

問合先 ：蒲郡市長寿課（℡ 0533-66-1105） 



第２号様式（第６条関係） 

 

 

ユトリーナ蒲郡高齢者利用助成事業利用証明書発行申請書 

 

  年  月  日 

 

蒲 郡 市 長  様 

 

 

ユトリーナ蒲郡高齢者料金利用証明書の発行を下記のとおり申請します。なお、

審査の際に必要がある場合には、住民基本台帳の閲覧を承諾します。 

 

利
用
申
請
者 

氏  名 

 

生年月日 

 

     年   月   日 

住  所 蒲 郡 市 

電話番号  （      ）    － 

備考 

※利用証明書№ ※受付者 

※資格確認

チェック欄 

運転免許証・資格確認書 

その他（         ） 

住民基本台帳 

太枠内の記入をお願いします。 



第３号様式（第７条関係） 

                                      №        
 

請      求      書 

 

                                     年  月  日 
 
    蒲 郡 市 長  様 
 
                   所 在 地 

                                             

 

名称及び 

代表者氏名                      
 
 

ユトリーナ蒲郡高齢者利用助成事業実施要綱第７条の規定により、下記のとおり請求します。 
 

 

  

 金 額 

  
 

 

  十 

  
 

 

億

   
 

 

千

   
 

 

百

  
 

 

十

   
 

 

万

  
 

 

千

 

 

百

  
 

 

十

  
 

 

円

  
 

 

内       訳 

 
 

品名・規格・品質  
 

 

数量 
 

 

単位 
 

 

単価 
 

 

金額 
 

 

納入年月日 
 

ユトリーナ蒲郡 

高齢者利用助成金  月分 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

        
 

 

 
 

浴室利用 

 

 
 

 

人 
 

 

２００ 
 

 

 
 

 

 
 

バーデゾーン利用 

 

 
 

 

人 
 

 

２００ 
 

 

 
 

 

 
 

浴室・ﾊﾞｰﾃﾞｿﾞｰﾝ共通利用 

 

 
 

 

人 
 

 

３００ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  債 権 者 登 録 番 号 
 

 

    ※ 当市のコンピュ－タに債権者登録がされている場合には、 

 

 

  
 
  

 

 

  
 
  

 

 

  
 
 

 

 

  
 
  

 

 

  
 
 

 

 

  
 
 

 

 

  
 
 

     ７ケタの番号を記入し、支払方法欄は記入しないで下さい。 

 

       
 

 
 

 

 支 

 

 払 

 

 方 

 

 法 
 

 

 １ 

  

 窓 

  

 口 

  

 払 
 

 

 ２ 

   

 振 

  

 

 

 込 
 

 

振 込 先 
 

 

種  目 
 

 

口 座 番 号 
 

 

           

信用金庫   
 

           銀  行   
 

               農  協      

店  
 

 

当 座 

普 通 
 

 

 
 

 

口 座 名 義 人 
 

 

 
 
 
 
 

 


